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令和８年３月２３日

水野教育長 　２月２７日、野球チームの横浜ＤｅＮＡベイスターズが創設１
５周年ということで、山北町役場への表敬訪問とタペストリーの
贈呈式があり出席しました。来訪された九鬼隆平選手は、戦国時
代の九鬼水軍を率いた武将、九鬼嘉隆の末裔であるそうです。こ
れからが期待される若手の選手ということで、注目したいと思い
ます。
　３月１１日、パークゴルフ場にて、小水力発電施設の完成セレ
モニーがあり出席しました。災害時には、管理棟に電力を供給で
き、発電量は２５戸分にも及ぶそうです。
　それでは、ただ今から令和８年第３回山北町教育委員会定例会
を開催します。

　

水野教育長 　それでは、前回委員会議事録の承認についてに移ります。内容
については事前にご確認いただいておりますが、ご意見・ご質問
はありますでしょうか。

水野教育長 　よろしいでしょうか。それでは前回委員会議事録については承
認されたことといたします。
　続きまして教育長報告に移ります。

水野教育長 　　【別紙教育長報告により説明する】

水野教育長 　教育長報告に対し、何かご意見・ご質問はいかがでしょうか。

水野教育長 　ないようですので、教育長報告は承認されたことといたしま
す。

水野教育長 　それでは議事日程に入ります。日程第１（議案第４号）山北町
青少年指導員の委嘱についてを議題といたします。

水野教育長 　　【議案第４号について、別紙資料により提案する】

生涯学習課長 　　【議案第４号について、別紙資料により詳細を説明する】

水野教育長 　ただいま、議案第４号について説明がありました。ご意見、ご
質問はいかがでしょうか。

水野教育長 　よろしいでしょうか。議案第４号についていかがでしょうか。

山北町教育委員会会議の経過



　　「全員賛成」

水野教育長 　議案第４号は全員賛成で可決されました。

水野教育長 　続きまして、日程第２（議案第５号）山北町スポーツ推進委員
の委嘱についてに移ります。

水野教育長 　　【議案第５号について、別紙資料により提案する】

生涯学習課長 　　【議案第５号について、別紙資料により詳細を説明する】

水野教育長 　ただいま、議案第５号について説明がありました。ご意見、ご
質問はいかがでしょうか。

佐藤委員 　先ほどの青少年指導員と違い、スポーツ推進委員には共和地区
の担当がいらっしゃるのですね。

生涯学習課長 　青少年指導員については、共和地区の世帯数の減少によって当
該地区の枠がなくなった経緯があります。

水野教育長 　よろしいでしょうか。議案第５号についていかがでしょうか。

　　「全員賛成」

水野教育長 　議案第５号は全員賛成で可決されました。

水野教育長 　次に、日程第３（議案第６号）山北町立学校教職員服務規程の
一部を改正する規程の制定についてに移ります。

水野教育長 　　【議案第６号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【議案第６号について、別紙資料により詳細を説明する】

水野教育長 　ただいま、議案第６号について説明がありました。ご意見、ご
質問はいかがでしょうか。

水野教育長 　よろしいでしょうか。議案第５号についていかがでしょうか。



　　「全員賛成」

水野教育長 　議案第６号は全員賛成で可決されました。

水野教育長 　続いて、日程第４（議案第７号）山北町子ども・子育て支援法
施行細則の一部を改正する規則の制定についてに移ります。

水野教育長 　　【議案第７号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【議案第７号について、別紙資料により詳細を説明する】

水野教育長 　ただいま、議案第７号について説明がありました。ご意見、ご
質問はいかがでしょうか。

水野教育長 　よろしいでしょうか。議案第７号についていかがでしょうか。

　　「全員賛成」

水野教育長 　議案第７号は全員賛成で可決されました。

水野教育長 　次に、日程第５（議案第８号）山北町特定教育・保育施設の利
用者負担額に関する規則の一部を改正する規則の制定についてに
移ります。

水野教育長 　　【議案第８号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【議案第８号について、別紙資料により詳細を説明する】

水野教育長 　ただいま、議案第８号について説明がありました。ご意見、ご
質問はいかがでしょうか。

水野教育長 　よろしいでしょうか。議案第８号についていかがでしょうか。

　　「全員賛成」

水野教育長 　議案第８号は全員賛成で可決されました。

水野教育長 　続きまして、日程第６（報告第３号）山北町教育委員会委員の
選任についてに移ります。



水野教育長 　　【報告第３号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【報告第３号について、別紙資料により詳細を説明する】

水野教育長 　ただいま、報告第３号について説明がありましたが、ご意見、
ご質問はいかがでしょうか。

水野教育長 　よろしいでしょうか。報告第３号についていかがでしょうか。

　　「全員承認」

水野教育長 　報告第３号は承認されました。

水野教育長 　続きまして、日程第７（報告第４号）令和８年度（令和７年度
末）県費負担教職員・山北町教育委員会人事異動についてに移り
ます。

水野教育長 　　【報告第４号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【報告第４号について、別紙資料により詳細を説明する】

水野教育長 　ただいま、報告第４号について説明がありましたが、ご意見、
ご質問はいかがでしょうか。

水野教育長 　よろしいでしょうか。報告第４号についていかがでしょうか。

　　「全員承認」

水野教育長 　報告第４号は承認されました。

水野教育長 　以上をもちまして、定例教育委員会は終了といたします。

［午前１０時１０分］


